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山 梨 県 建 築 基 準 法 施 行 条 例 新 旧 対 照 表 （ 第 一 条 関 係 ） 

新 旧 

別 表 第 六 （ 第 二 十 三 条 の 九 関 係 ） 

事 務 手 数 料 の 名 称 金 額 

一 ～ 九 略 

十 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定

に 基 づ く 建 築 物 の 建 蔽 率 に 

関 す る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対

す る 審 査 

建 築 物 の 建 蔽 率 

の 特 例 許 可 申 請

手 数 料  

十 六 万 円 

十 一 法 第 五 十 三 条 第 五 項 第 三

号 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 建

蔽 率 に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査 

建 築 物 の 建 蔽 率

に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る

許 可 申 請 手 数 料 

  

三 万 三 千 円 

十 二 ～ 十 九 略 

二 十 法 第 五 十 九 条 第 一 項 第 三

号 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 建 蔽 率 、 建 築 面 積 又

は 壁 面 の 位 置 に 関 す る 特 例 の

許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 

高 度 利 用 地 区 に

お け る 建 築 物 の

容 積 率 、 建 蔽 率

、 建 築 面 積 又 は

壁 面 の 位 置 の 特

例 許 可 申 請 手 数

料  

十 六 万 円 

二 十 一 略 

二 十 二 法 第 五 十 九 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 又 は 各 部 分 の 高 さ に 関 す

る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

敷 地 内 に 広 い 空

地 を 有 す る 建 築

物 の 容 積 率 又 は

各 部 分 の 高 さ の

十 六 万 円 

別 表 第 六 （ 第 二 十 三 条 の 九 関 係 ） 

事 務 手 数 料 の 名 称 金 額 

一 ～ 九 略 

十 法 第 五 十 三 条 第 四 項 の 規 定

に 基 づ く 建 築 物 の 建 ぺ い 率 に

関 す る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対

す る 審 査 

建 築 物 の 建 ぺ い

率 の 特 例 許 可 申

請 手 数 料 

十 六 万 円 

十 一 法 第 五 十 三 条 第 五 項 第 三

号 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 建

ぺ い 率 に 関 す る 制 限 の 適 用 除

外 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対 す る

審 査 

建 築 物 の 建 ぺ い

率 に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に 係

る 許 可 申 請 手 数

料 

三 万 三 千 円 

十 二 ～ 十 九 略 

二 十 法 第 五 十 九 条 第 一 項 第 三

号 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 建 ぺ い 率 、 建 築 面 積 又

は 壁 面 の 位 置 に 関 す る 特 例 の

許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 

高 度 利 用 地 区 に

お け る 建 築 物 の

容 積 率 、 建 ぺ い

率 、 建 築 面 積 又

は 壁 面 の 位 置 の

特 例 許 可 申 請 手

数 料 

十 六 万 円 

二 十 一 略 
二 十 二 法 第 五 十 九 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 又 は 各 部 分 の 高 さ に 関 す

る 特 例 の 許 可 の 申 請 に 対 す る

敷 地 内 に 広 い 空

地 を 有 す る 建 築

物 の 容 積 率 又 は

各 部 分 の 高 さ の

十 六 万 円 
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審 査 特 例 許 可 申 請 手

数 料 
二 十 三 法 第 六 十 条 の 三 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 基 づ く 特 定

用 途 誘 導 地 区 内 に お け る 建 築

物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査 

特 定 用 途 誘 導 地

区 内 に お け る 建

築 物 の 高 さ に 関

す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 許 可

申 請 手 数 料 

十 六 万 円 

二 十 四 ～ 二 十 七 略 

二 十 八 法 第 六 十 八 条 の 三 第 一

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基

づ く 建 築 物 の 建 蔽 率 又 は 同

条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築

物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す

る 審 査 

再 開 発 等 促 進 区

等 に お け る 建 築

物 の 容 積 率 、 建

蔽 率 又 は 高 さ に

関 す る 制 限 の 適

用 除 外 に 係 る 認

定 申 請 手 数 料  

二 万 七 千 円 

二 十 九 ～ 三 十 四 略 

三 十 五 法 第 六 十 八 条 の 五 の 六

の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 建 蔽 

率 に 関 す る 特 例 の 認 定 の 申

請 に 対 す る 審 査 

地 区 計 画 等 の 区

域 に お け る 建 築

物 の 建 蔽 率 の 特

例 認 定 申 請 手 数

料  

二 万 七 千 円 

三 十 六 ～ 四 十 四 略 

四 十 五 法 第 八 十 六 条 の 六 第 二

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 建 蔽 率 、 外 壁 の 後 退

一 団 地 の 住 宅 施

設 に 関 す る 都 市

計 画 に 基 づ く 建

二 万 七 千 円 

審 査 特 例 許 可 申 請 手

数 料 

二 十 三 法 第 六 十 条 の 三 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に 基 づ く 特 定

用 途 誘 導 地 区 内 に お け る 建 築

物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 許 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査 

特 定 用 途 誘 導 地

区 内 に お け る 建

築 物 の 高 さ に 関

す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 許 可

申 請 手 数 料 

十 六 万 円 

二 十 三 ～ 二 十 六 略 

二 十 七 法 第 六 十 八 条 の 三 第 一

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に 基

づ く 建 築 物 の 建 ぺ い 率 又 は 同

条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築

物 の 高 さ に 関 す る 制 限 の 適 用

除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に 対 す

る 審 査 

再 開 発 等 促 進 区

等 に お け る 建 築

物 の 容 積 率 、 建

ぺ い 率 又 は 高 さ

に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る

認 定 申 請 手 数 料 

二 万 七 千 円 

二 十 八 ～ 三 十 三 略 

三 十 四 法 第 六 十 八 条 の 五 の 六

の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 建 ぺ

い 率 に 関 す る 特 例 の 認 定 の 申

請 に 対 す る 審 査 

地 区 計 画 等 の 区

域 に お け る 建 築

物 の 建 ぺ い 率 の

特 例 認 定 申 請 手

数 料 

二 万 七 千 円 

三 十 五 ～ 四 十 三 略 
四 十 四 法 第 八 十 六 条 の 六 第 二

項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 の 容

積 率 、 建 ぺ い 率 、 外 壁 の 後 退

一 団 地 の 住 宅 施

設 に 関 す る 都 市

計 画 に 基 づ く 建

二 万 七 千 円 
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距 離 又 は 高 さ に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査 

 

築 物 の 容 積 率 、

建 蔽 率 、 外 壁 の

後 退 距 離 又 は 高

さ に 関 す る 制 限

の 適 用 除 外 に 係

る 認 定 申 請 手 数

料  

四 十 六 ～ 四 十 八 略 

四 十 九 条 例 第 二 十 一 条 の 五 第

四 項 第 二 号 の 規 定 に 基 づ く 都

市 計 画 区 域 外 に お け る 建 築 物

の 建 蔽 率 に 関 す る 特 例 の 許

可 の 申 請 に 対 す る 審 査 

都 市 計 画 区 域 外

に お け る 建 築 物

の 建 蔽 率 の 特 例

許 可 申 請 手 数 料 
対 

三 万 三 千 円 

五 十  略 

五 十 一 条 例 第 二 十 一 条 の 七

第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 都 市

計 画 区 域 外 に お け る 公 益 上

必 要 な 建 築 物 の 容 積 率 、 建

蔽 率 又 は 高 さ に 関 す る 特

例 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査 

都 市 計 画 区 域 外

に お け る 公 益 上

必 要 な 建 築 物 に

係 る 建 築 物 の 容

積 率 、 建 蔽 率 又

は 高 さ の 特 例 許

可 申 請 手 数 料  

十 六 万 円 

 

距 離 又 は 高 さ に 関 す る 制 限 の

適 用 除 外 に 係 る 認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査 

 

築 物 の 容 積 率 、

建 ぺ い 率 、 外 壁

の 後 退 距 離 又 は

高 さ に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外 に

係 る 認 定 申 請 手

数 料 

四 十 五 ～ 四 十 七 略 

四 十 八 条 例 第 二 十 一 条 の 五 第

四 項 第 二 号 の 規 定 に 基 づ く 都

市 計 画 区 域 外 に お け る 建 築 物

の 建 ぺ い 率 に 関 す る 特 例 の 許

可 の 申 請 に 対 す る 審 査 

都 市 計 画 区 域 外

に お け る 建 築 物

の 建 ぺ い 率 の 特

例 許 可 申 請 手 数

料 

三 万 三 千 円 

四 十 九 略 

五 十  条 例 第 二 十 一 条 の 七

第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 都 市

計 画 区 域 外 に お け る 公 益 上

必 要 な 建 築 物 の 容 積 率 、 建

ぺ い 率 又 は 高 さ に 関 す る 特

例 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審

査 

都 市 計 画 区 域 外

に お け る 公 益 上

必 要 な 建 築 物 に

係 る 建 築 物 の 容

積 率 、 建 ぺ い 率

又 は 高 さ の 特 例

許 可 申 請 手 数 料 

十 六 万 円 
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山 梨 県 建 築 基 準 法 施 行 条 例 新 旧 対 照 表 （ 第 二 条 関 係 ） 【 本 則 】 

新 旧 

（ 居 室 を 三 階 以 上 の 階 に 設 け る 場 合 ） 

第 三 条 主 要 構 造 部 が 木 造 で あ る 建 築 物 （ 耐 火 建 築 物 、 準 耐 火 建

築 物 及 び 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物 を 除 く 。

） の 三 階 以 上 の 階 に 居 室 を 設 け る 場 合 に お い て は 、 最 上 階 以 外

の 階 の 壁 及 び 天 井 を 準 不 燃 材 料 で 仕 上 げ 、 か つ 、 二 以 上 の 階 段

を 設 け る 等 避 難 上 有 効 な 施 設 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 階 数 が 三 の 建 築 物 で 令 第 百 三 十 六 条 の 二 に 規 定 す る 技 術 的

基 準 に 適 合 す る 場 合 又 は 建 築 物 の 構 造 に よ り 防 火 上 支 障 が な い

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 学 校  の 教 室 等 の 出 入 口 ） 

第 九 条 学 校 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で 主 要 構 造 部 が 木 造 で あ る も

の （ 耐 火 建 築 物 、 準 耐 火 建 築 物 及 び 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定

に 適 合 す る 建 築 物 を 除 く 。 ） は 、 教 室 そ の 他 幼 児 、 児 童 、 生 徒

又 は 学 生 を 収 容 す る 居 室 で 床 面 積 が 三 十 平 方 メ ー ト ル を 超 え る

も の を 設 け る 場 合 に お い て は 、 当 該 教 室 又 は 居 室 に 避 難 上 有 効

な 二 以 上 又 は 幅 員 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 上 の 出 入 口 を 設 け な け れ ば

な ら な い 。 

 

（ 前 面 及 び 側 面 の 空 地 ） 

第 十 一 条 略 

２ ・ ３ 略 

４ 耐 火 建 築 物 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物

（ 特 定 避 難 時 間 が 一 時 間 未 満 で あ る も の を 除 く 。 ） で 避 難 上 支

障 が な い と 認 め ら れ る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次

（ 居 室 を 三 階 以 上 の 階 に 設 け る 場 合 ） 

第 三 条 主 要 構 造 部 が 木 造 で あ る 建 築 物 （ 耐 火 建 築 物 及 び 準 耐 火

建 築 物                     を 除 く 。

） の 三 階 以 上 の 階 に 居 室 を 設 け る 場 合 に お い て は 、 最 上 階 以 外

の 階 の 壁 及 び 天 井 を 準 不 燃 材 料 で 仕 上 げ 、 か つ 、 二 以 上 の 階 段

を 設 け る 等 避 難 上 有 効 な 施 設 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 階 数 が 三 の 建 築 物 で 令 第 百 三 十 六 条 の 二 に 規 定 す る 技 術 的

基 準 に 適 合 す る 場 合 又 は 建 築 物 の 構 造 に よ り 防 火 上 支 障 が な い

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 木 造 校 舎 の 教 室 等 の 出 入 口 ） 

第 九 条 主 要 構 造 部 が 木 造 （ 準 耐 火 構 造 を 除 く 。 ） で あ る 学 校 の

無 い 場 合 は 、 こ                      

               教 室 そ の 他 幼 児 、 児 童 、 生 徒

又 は 学 生 を 収 容 す る 居 室 で 床 面 積 が 三 十 平 方 メ ー ト ル を 超 え る

も の は 、 避 難 上                   有 効

な 二 以 上 又 は 幅 員 一 ・ 五 メ ー ト ル 以 上 の 出 入 口 を 設 け な け れ ば

な ら な い 。 

 
（ 前 面 及 び 側 面 の 空 地 ） 

第 十 一 条 略 

２ ・ ３ 略 

４ 耐 火 建 築 物 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物

（ 特 定 避 難 時 間 が 一 時 間 未 満 で あ る も の を 除 く 。 ） で 避 難 上 支

障 が な い と 認 め ら れ る と き は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次

 

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000480
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000502
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000480
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000502
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の 各 号 に よ る こ と が で き る 。 
一 ・ 二 略 

５ 略 

 

（ 出 入 口 及 び 非 常 口 ） 

第 十 二 条 興 業 場 等 の 外 側 に 設 け る 出 入 口 （ 非 常 口 を 含 む 。 ） は

、 次 の 各 号 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 略 

二 出 入 口 の 幅 員 の 合 計 は 、 客 席 の 床 面 積 十 平 方 メ ー ト ル に つ

き 、 耐 火 建 築 物 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 す る 建

築 物 （ 特 定 避 難 時 間 が 一 時 間 未 満 で あ る も の を 除 く 。 ） と し

た と き は 十 七 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 そ の 他 の 建 築 物 と し た

と き は 二 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

三 ～ 五 略 

２ 略 

 

（ マ ー ケ ッ ト の 構 造 に 関 す る 制 限 ） 

第 十 五 条 マ ー ケ ッ ト の 用 途 に 供 す る 建 築 物 で 主 要 構 造 部 が 木 造

で あ る も の （ 耐 火 建 築 物 、 準 耐 火 建 築 物 及 び 法 第 二 十 七 条 第 一

項 の 規 定 に 適 合 す る 建 築 物 を 除 く 。 ） に は 、 二 階 を 設 け て は な

ら な い 。 

 

（ 上 階 に 設 け る 共 同 住 宅 等 の 禁 止 ） 

第 十 八 条 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 主 要 構 造 部 が 令 第

百 二 十 九 条 の 二 の 三 第 一 項 第 一 号 ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 準

耐 火 構 造 で な い 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル 、 キ ャ バ レ ー 又 は 倉 庫 業

を 営 む 倉 庫 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 上 階 に 設 け て は な ら な い 。 

の 各 号 に よ る こ と が で き る 。 

一 ・ 二 略 

５ 略 

 

（ 出 入 口 及 び 非 常 口 ） 

第 十 二 条 興 業 場 等 の 外 側 に 設 け る 出 入 口 （ 非 常 口 を 含 む 。 ） は

、 次 の 各 号 に よ ら な け れ ば な ら な い 。 

一 略 

二 出 入 口 の 幅 員 の 合 計 は 、 客 席 の 床 面 積 十 平 方 メ ー ト ル に つ

き 、 耐 火 建 築 物 又 は 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 適 合 す る 建

築 物 （ 特 定 避 難 時 間 が 一 時 間 未 満 で あ る も の を 除 く 。 ） と し

た と き は 、 十 七 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 、 そ の 他 の 建 築 物 と し た

と き は 二 十 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 と す る こ と 。 

三 ～ 五 略 

２ 略 

 

（ 主 要 構 造 部 が 木 造 で あ る マ ー ケ ッ ト ） 

第 十 五 条 主 要 構 造 部 が 木 造 （ 準 耐 火 構 造 を 除 く 。 ） で あ る マ ー

ケ ッ ト に は 二 階 を 設 け て は な ら な い 。 

 

 

 
（ 上 階 に 設 け る 共 同 住 宅 等 の 禁 止 ） 

第 十 八 条 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面

積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の は 、 主 要 構 造 部 が 令 第

百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号  に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 準

耐 火 構 造 で な い 遊 技 場 、 ダ ン ス ホ ー ル 、 キ ャ バ レ ー 又 は 倉 庫 業

を 営 む 倉 庫 の 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 上 階 に 設 け て は な ら な い 。 

 

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000502
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000502


-
 
6
 
- 

 
（ 長 屋 の 出 入 口 と 道 路 と の 関 係 ） 

第 十 九 条 長 屋 の 各 戸 の 出 入 口 は 、 道 路 に 面 し な け れ ば な ら な い

。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の は 、 こ の 限 り で

な い 。 

一 三 戸 建 て 以 下 で 幅 員 二 メ ー ト ル 以 上 の 敷 地 内 の 通 路 に 面 し

た も の 

二 耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 で 各 戸 の 界 壁 が 令 第 百 二 十 九

条 の 二 の 三 第 一 項 第 一 号 ロ に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構

造 で あ り 、 か つ 、 敷 地 の 周 囲 の 状 況 に よ り 安 全 上 及 び 衛 生 上

支 障 が な い も の 

 

（ 車 庫 等 の 構 造 ） 

第 二 十 一 条 車 庫 等 の 直 上 に 二 以 上 の 階 又 は 床 面 積 が 百 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る 直 上 階 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 直 下 に お け る

車 庫 等 の 主 要 構 造 部 を 令 第 百 二 十 九 条 の 二 の 三 第 一 項 第 一 号 ロ

に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 避 難 上 の 安 全 の 検 証 を 行 う 建 築 物 に 対 す る 適 用 除 外 ） 

第 二 十 二 条 の 二 小 学 校 又 は 興 行 場 等 （ 主 要 構 造 部 が 準 耐 火 構 造

で あ る か 若 し く は 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の 又 は 特 定 避 難 時 間 倒

壊 等 防 止 建 築 物 で あ る も の に 限 る 。 ） で 、 当 該 建 築 物 が 全 館 避

難 安 全 性 能 を 有 す る も の で あ る こ と に つ い て 、 全 館 避 難 安 全 検

証 法 に よ り 確 か め ら れ た も の 又 は 令 第 百 二 十 九 条 の 二 の 二 第 一

項 の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の に つ い て は 、

第 八 条 及 び 第 十 二 条 （ 第 一 項 第 五 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規

定 は 、 適 用 し な い 。 

 

 

（ 長 屋 の 出 入 口 と 道 路 と の 関 係 ） 

第 十 九 条 長 屋 の 各 戸 の 出 入 口 は 、 道 路 に 面 し な け れ ば な ら な い

。 た だ し 、 三 戸 建 て 以 下 で 、 幅 員 二 メ ー ト ル 以 上 の 敷 地 内 の 通

路 に 面 し た も の 又 は 耐 火 建 築 物 若 し く は 準 耐 火 建 築 物 で 各 戸 の

界 壁 が 令 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 基 準 に 適 合

す る 準 耐 火 構 造 で あ り 、 か つ 、 敷 地 の 周 囲 の 状 況 に よ り 安 全 上

及 び 衛 生 上 支 障 が な い も の は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

 

 

 

（ 車 庫 等 の 構 造 ） 

第 二 十 一 条 車 庫 等 の 直 上 に 二 以 上 の 階 又 は 床 面 積 が 百 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る 直 上 階 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 直 下 に お け る

車 庫 等 の 主 要 構 造 部 を 令 第 百 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 第 一 号  

に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 準 耐 火 構 造 と し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 避 難 上 の 安 全 の 検 証 を 行 う 建 築 物 に 対 す る 適 用 除 外 ） 

第 二 十 二 条 の 二 小 学 校 又 は 興 行 場 等 （ 主 要 構 造 部 が 準 耐 火 構 造

で あ る か 、 又 は 不 燃 材 料 で 造 ら れ た も の          

            に 限 る 。 ） で 、 当 該 建 築 物 が 全 館 避

難 安 全 性 能 を 有 す る も の で あ る こ と に つ い て 、 全 館 避 難 安 全 検

証 法 に よ り 確 か め ら れ た も の 又 は 令 第 百 二 十 九 条 の 二 の 二 第 一

項 の 規 定 に よ り 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た も の に つ い て は 、

第 八 条 及 び 第 十 二 条 （ 第 一 項 第 五 号 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規

定 は 、 適 用 し な い 。 

 

 

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000424
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000512
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000532
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000424
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000512
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000532
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（ 確 認 申 請 手 数 料 等 ） 
第 二 十 三 条 の 三 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 名 称 の 手 数 料 を 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 略 

二 法 第 六 条 の 三 第 一 項 又 は 第 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 知 事

の 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 求 め よ う と す る 者 構 造 計 算 適 合 性

判 定 申 請 手 数 料 

 

 

 

三 ・ 四 略 

 

（ 確 認 申 請 手 数 料 の 額 ） 

第 二 十 三 条 の 四 略 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認

の 申 請 に 係 る 計 画 に 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判

定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 確

認 申 請 手 数 料 の 額 は 、 前 項 の 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 、 当 該 構 造

計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に

応 じ 別 表 第 三 に 定 め る 額 を 加 え た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 当 該 構 造 計 算 が 複 数 あ る と き は 、 当 該 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該

構 造 計 算 ご と に 算 定 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確

認 の 申 請 に 係 る 計 画 に 法 第 八 十 七 条 の 二 の 昇 降 機 に 係 る 部 分 が

含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 確 認 申 請 手 数 料 の 額 は 、      

前 項 の 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 、 当 該 昇 降 機 一 基 に つ い て 昇 降 機

の 種 別 に 応 じ 別 表 第 二 に 定 め る 額 を 加 え た 額 と す る 。 

  

（ 確 認 申 請 手 数 料 等 ） 

第 二 十 三 条 の 三 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 名 称 の 手 数 料 を 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 略 

二 建 築 主 事 が 法 第 六 条 第 五 項 若 し く は 第 十 八 条 第 四 項 の 規 定

に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 （ 知 事 が 行 う も の に 限 る 。 ） を 求

め よ う と す る 場 合 に お け る 当 該 建 築 主 事 が 置 か れ た 市 町 村 又

は 法 第 六 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 （ 知

事 が 行 う も の に 限 る 。 ） を 求 め よ う と す る 同 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 指 定 を 受 け た 者 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 

三 ・ 四 略 

 

（ 確 認 申 請 手 数 料 の 額 ） 

第 二 十 三 条 の 四 略 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認

の 申 請 に 係 る 計 画 に 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判

定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 確

認 申 請 手 数 料 の 額 は 、 前 項 の 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 、 当 該 構 造

計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 に

応 じ 別 表 第 三 に 定 め る 額 を 加 え た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て

、 当 該 構 造 計 算 が 複 数 あ る と き は 、 当 該 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該

構 造 計 算 ご と に 算 定 す る 。 
３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確

認 の 申 請 に 係 る 計 画 に 法 第 八 十 七 条 の 二 の 昇 降 機 に 係 る 部 分 が

含 ま れ る 場 合 に お い て は 、 確 認 申 請 手 数 料 の 額 は 、 第 一 項 又 は

前 項 の 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 、 当 該 昇 降 機 一 基 に つ い て 昇 降 機

の 種 別 に 応 じ 別 表 第 二 に 定 め る 額 を 加 え た 額 と す る 。 

 

 

http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000966
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000969
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000001572
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000966
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000966
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000000969
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000961.html%23e000001572
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（ 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 ） 
第 二 十 三 条 の 五 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 当 該 申

請 に 係 る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 の 床

面 積 の 合 計 に 応 じ 別 表 第 三 に 定 め る 額          と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 構 造 計 算 が 複 数 あ る と き は 、 当

該 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該 構 造 計 算 ご と に 算 定 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 が

あ る 建 築 物 に 係 る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 同 項

の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ 別 の 建 築 物 と み な さ れ た 当 該 建 築 物 の 部

分 ご と に 前 項 の 規 定 を 適 用 し て 算 定 し た 場 合 に お け る 構 造 計 算

適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 と す る 。 

 

（ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 通 知 等 へ の 準 用 ） 

第 二 十 三 条 の 八 略 

２ 第 二 十 三 条 の 三 第 三 号 、 第 二 十 三 条 の 六 及 び 別 表 第 四 の 規 定

は 、 法 第 十 八 条 第 十 六 項 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第 八 十 八 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 工 事 を 完 了 し た 旨 の 通 知 を し よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 完 了 検 査 申 請 手 数 料

」 と あ る の は 、 「 完 了 検 査 通 知 手 数 料 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 

３ 第 二 十 三 条 の 三 第 四 号 、 第 二 十 三 条 の 七 及 び 別 表 第 五 の 規 定

は 、 法 第 十 八 条 第 十 九 項 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第 八 十 八 条 第

一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 工 事 を 終 え

た 旨 の 通 知 を し よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 中 間 検 査 申 請 手 数 料 」 と あ る の は 、 「

中 間 検 査 通 知 手 数 料 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

 

（ 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 ） 

第 二 十 三 条 の 五 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 当 該 申

請 に 係 る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る 部 分 の 床

面 積 の 合 計 に 応 じ 別 表 第 三 に 定 め る 額 か ら 三 千 円 を 減 じ た 額 と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 構 造 計 算 が 複 数 あ る と き は 、 当

該 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該 構 造 計 算 ご と に 算 定 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 が

あ る 建 築 物 に 係 る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 は 、 同 項

の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ 別 の 建 築 物 と み な さ れ た 当 該 建 築 物 の 部

分 ご と に 前 項 の 規 定 を 適 用 し て 算 定 し た 場 合 に お け る 構 造 計 算

適 合 性 判 定 申 請 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 と す る 。 

 

（ 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 通 知 等 へ の 準 用 ） 

第 二 十 三 条 の 八 略 

２ 第 二 十 三 条 の 三 第 三 号 、 第 二 十 三 条 の 六 及 び 別 表 第 四 の 規 定

は 、 法 第 十 八 条 第 十 四 項 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第 八 十 八 条 第

一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に

よ る 工 事 を 完 了 し た 旨 の 通 知 を し よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 完 了 検 査 申 請 手 数 料

」 と あ る の は 、 「 完 了 検 査 通 知 手 数 料 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。 
３ 第 二 十 三 条 の 三 第 四 号 、 第 二 十 三 条 の 七 及 び 別 表 第 五 の 規 定

は 、 法 第 十 八 条 第 十 七 項 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第 八 十 八 条 第

一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 工 事 を 終 え

た 旨 の 通 知 を し よ う と す る 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 中 間 検 査 申 請 手 数 料 」 と あ る の は 、 「

中 間 検 査 通 知 手 数 料 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
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（ 手 数 料 の 不 還 付 ） 
第 二 十 三 条 の 十 一 既 に 納 付 し た 手 数 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し

、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請 に 係 る 計 画 に 同 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る

部 分 が 含 ま れ る 場 合 で あ つ て 、 当 該 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 行 わ

な か つ た と き は 、 第 二 十 三 条 の 四 第 二 項 （ 第 二 十 三 条 の 八 第 一

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 第 二 十 三 条 の

四 第 一 項 （ 第 二 十 三 条 の 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） に 規 定 す る 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 加 え る こ と と さ れ て い る

額 に 相 当 す る 額 を 還 付 す る こ と が で き る 。 

 

（ 手 数 料 の 不 還 付 ） 

第 二 十 三 条 の 十 一 既 に 納 付 し た 手 数 料 は 、 還 付 し な い 。 た だ し

、 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 申 請 に 係 る 計 画 に 同 条 第

五 項 の 規 定 に よ る 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 要 す る 構 造 計 算 に 係 る

部 分 が 含 ま れ る 場 合 で あ つ て 、 当 該 構 造 計 算 適 合 性 判 定 を 行 わ

な か つ た と き は 、 第 二 十 三 条 の 四 第 二 項 （ 第 二 十 三 条 の 八 第 一

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 第 二 十 三 条 の

四 第 一 項 （ 第 二 十 三 条 の 八 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） に 規 定 す る 確 認 申 請 手 数 料 の 額 に 加 え る こ と と さ れ て い る

額 に 相 当 す る 額 を 還 付 す る こ と が で き る 。 

 

 

  

 

 

山 梨 県 建 築 基 準 法 施 行 条 例 新 旧 対 照 表 （ 第 二 条 関 係 ） 【 別 表 】 

新 旧 

別 表 第 三 （ 第 二 十 三 条 の 五 関 係        ）  

床 面 積 の 合 計  
 

金 額 

法 第 二 十 条 第 一 項 第

二 号 イ の 構 造 計 算 が

同 号 イ に 規 定 す る 方

法 に よ り 適 正 に 行 わ

れ た も の で あ る か ど

う か の 判 定 を す る 場

法 第 二 十 条 第 一 項 第

二 号 イ 又 は 第 三 号 イ

の 構 造 計 算 が 同 項 第

二 号 イ 又 は 第 三 号 イ

に 規 定 す る プ ロ グ ラ

ム に よ り 適 正 に 行 わ

別 表 第 三 （ 第 二 十 三 条 の 四 、 第 二 十 三 条 の 五 関 係 ）  

床 面 積 の 合 計  
 

金 額 

法 第 二 十 条 第 二 号 イ 

   の 構 造 計 算 が

同 号 イ に 規 定 す る 方

法 に よ り 適 正 に 行 わ

れ た も の で あ る か ど

う か の 判 定 を す る 場

法 第 二 十 条 第 二 号 イ 

   又 は 第 三 号 イ

の 構 造 計 算 が 同 条 第

二 号 イ 又 は 第 三 号 イ

に 規 定 す る プ ロ グ ラ

ム に よ り 適 正 に 行 わ
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合         れ た も の で あ る か ど

う か の 判 定 を す る 場

合         

千 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 七 万 円   

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 二 万 千 円         

千 平 方 メ ー ト ル を

超 え 二 千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の 
一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 二 万 四 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 四 万 八 千 円 

二 千 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 一 万 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 五 万 六 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 六 万 二 千 円 

一 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 五 万 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

三 十 三 万 七 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 万 三 千 円 

五 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

六 十 一 万 三 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

三 十 三 万 九 千 円 

 

別 表 第 六 （ 第 二 十 三 条 の 九 関 係 ） 

事 務 手 数 料 の 名 称 金 額 

一 法 第 七 条 の 六 第 一 項 第 一 号

若 し く は 第 二 号 （ こ れ ら の 規

定 を 法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第

八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 又 は 第 十 八 条 第 二 十 四

項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 （ こ

れ ら の 規 定 を 法 第 八 十 七 条 の

検 査 済 証 の 交 付

を 受 け る 前 に お

け る 建 築 物 等 の

認 定 申 請 手 数 料 

    

十 二 万 円 

合         れ た も の で あ る か ど

う か の 判 定 を す る 場

合         

千 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 七 万 三 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 二 万 四 千 円        

千 平 方 メ ー ト ル を

超 え 二 千 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 二 万 七 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 五 万 千 円  

二 千 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 一 万 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 五 万 九 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

十 六 万 五 千 円 

一 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 五 万 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

三 十 四 万 円   

一 の 構 造 計 算 に つ き

二 十 万 六 千 円 

五 万 平 方 メ ー ト ル

を 超 え る も の 

一 の 構 造 計 算 に つ き

六 十 一 万 六 千 円 

一 の 構 造 計 算 に つ き

三 十 四 万 二 千 円 

 

別 表 第 六 （ 第 二 十 三 条 の 九 関 係 ） 

事 務 手 数 料 の 名 称 金 額 

一 法 第 七 条 の 六 第 一 項 第 一 号

（             

  法 第 八 十 七 条 の 二 又 は 第

八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 又 は 第 十 八 条 第 二 十 二

項 第 一 号 （         

       法 第 八 十 七 条 の

検 査 済 証 の 交 付

を 受 け る 前 に お

け る 建 築 物 等 の

仮 使 用 承 認 申 請

手 数 料 

十 二 万 円 

 



-
 
1
1
 
- 

二 又 は 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ

く 認 定    の 申 請 に 対 す

る 審 査 

二 ～ 四 十 六 略 

四 十 七 法 第 八 十 六 条 の 八 第 三

項 の 規 定 に 基 づ く 既 存 の 一 の

建 築 物 に 係 る 二 以 上 の 工 事 の

全 体 計 画 に 関 す る 特 例 の 認 定

の 変 更 の 申 請 に 対 す る 審 査 
既 存 の 一 の 建 築

物 に 係 る 二 以 上

の 工 事 の 全 体 計

画 の 特 例 認 定 変

更 申 請 手 数 料 

二 万 七 千 円 

四 十 八 令 第 百 三 十 七 条 の 十 六

第 二 号 の 規 定 に 基 づ く 移 転 の

認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査 

移 転 の 認 定 申 請

手 数 料 

二 万 七 千 円 

四 十 九 ～ 五 十 二 略 
 

二 又 は 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し

く は 第 二 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ

く 仮 使 用 の 承 認 の 申 請 に 対 す

る 審 査 

二 ～ 四 十 六 略 

四 十 七 法 第 八 十 六 条 の 八 第 三

項 の 規 定 に 基 づ く 既 存 の 一 の

建 築 物 に 係 る 二 以 上 の 工 事 の

全 体 計 画 に 関 す る 特 例 の 認 定

の 変 更 の 申 請 に 対 す る 審 査 

既 存 の 一 の 建 築

物 に 係 る 二 以 上

の 工 事 の 全 体 計

画 の 特 例 認 定 変

更 申 請 手 数 料 

二 万 七 千 円 

四 十 八 令 第 百 三 十 七 条 の 十 六

第 二 号 の 規 定 に 基 づ く 移 転 の

認 定 の 申 請 に 対 す る 審 査 

移 転 の 認 定 申 請

手 数 料 

二 万 七 千 円 

四 十 八 ～ 五 十 一 略 
 

 

 


